
平成２８年７月１９日

川崎天然ガス発電所３・４号機増設計画に係る法対象条例方法審査書の

公告を行いました。 

標記法対象事業について、川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年

川崎市条例第４８号）第５３条の規定に基づき法対象条例方法審査書を公告

いたしましたのでお知らせいたします。

１ 法対象事業者

事業者の名称：川崎天然ガス発電株式会社

代表者の名称：代表取締役社長 上田 秀樹

主たる事務所の所在地：川崎市川崎区扇町１２番１号

２ 法対象事業の名称、種類及び規模

  名  称：川崎天然ガス発電所３・４号機増設計画

種  類：ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電方式）の

増設

  規  模：出力 各 約６５万キロワット（計 約１３０万キロワット）

３ 法対象事業実施区域

  川崎市川崎区扇町１２番１号

４ 法対象条例方法審査書公告年月日

  平成２８年７月１９日（火）

５ 法対象事業者問合せ先

名  称：川崎天然ガス発電株式会社

住  所：川崎市川崎区扇町１２番１号

電話番号：０４４－３６６－８６７１

（川崎市環境局環境評価室 担当）

電話０４４－２００－２１５６



川崎天然ガス発電所３・４号機増設計画に係る法対象条例方法審査書 

平成２８年７月 

川 崎 市 

はじめに 

川崎天然ガス発電所３・４号機増設計画（以下「法対象事業」という。）

は、川崎天然ガス発電株式会社（以下「法対象事業者」という。）が、川崎

区扇町 12 番１号 ＪＸエネルギー株式会社川崎事業所敷地内の約 27.4ha

において、発電設備を増設するものである。 

法対象事業者は、川崎市環境影響評価に関する条例（以下「条例」という。）

に基づき、平成 28 年 3 月 17 日に当該法対象事業に係る法対象事業実施届及

び法対象条例環境影響評価方法書（以下「法対象条例方法書」という。）を

提出した。 

市は、この提出を受け、法対象条例方法書の公告及び縦覧を行ったところ、

市民等から意見書の提出があった。 

この法対象条例方法書について、平成 28 年６月６日に川崎市環境影響評

価審議会（以下「審議会」という。）に諮問し、平成 28 年７月 12 日に審議

会から答申があったことから、この答申を踏まえ、条例 52 条に基づき、法

対象条例方法審査書を作成したものである。



１ 法対象事業の概要 

(1) 法対象事業者 

名 称：川崎天然ガス発電株式会社 

代表者：代表取締役社長  上田 秀樹 

主たる事務所の所在地：川崎市川崎区扇町 12 番１号 

(2) 法対象事業の名称及び種類 

名 称：川崎天然ガス発電所３・４号機増設計画 

    種 類：ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電方式）      

の増設 

(3) 法対象事業を実施する区域 

所 在 地 ：川崎市川崎区扇町 12 番１号  

ＪＸエネルギー株式会社川崎事業所敷地内 

実施区域：約 274,400 ㎡（工業専用地域）  

(4) 計画の概要 

ア 目 的 

コンバインドサイクル発電方式による天然ガス火力発電設備  

（約 65 万 kW）２基の増設 

イ 増設する施設の概要 

項 目 ３号機 ４号機 

原動力の種類 
ガスタービン及び汽力 

（コンバインドサイクル発電方式） 

出 力 約 65 万 kW 同左 

使用燃料種類・燃料使用量 天然ガス・約 150 万ｔ/年 

煙 突
地上高さ 約 102m 同左 

基 数 １基 同左 

復水器の冷却方式 冷却塔による淡水循環冷却方式 



２ 審査結果及び内容 

(1) 全般的事項 

本計画では、環境影響評価法対象の評価項目以外の川崎市環境影響評

価に関する条例に基づく環境影響評価項目として、緑の質、緑の量、テ

レビ受信障害、地域交通及び安全について予測及び評価を行うとしてお

り、その選定はおおむね妥当である。 

法対象条例環境影響評価準備書（以下「法対象条例準備書」という。）

の作成に際しては、法対象条例方法書に記載した内容に加え、本審査結

果の内容を踏まえ、環境影響の調査、予測及び評価を行うこと。 

(2) 個別事項 

ア 緑（緑の質、緑の量）

(ｱ) 緑の質 

   本計画では、緑の回復育成に伴う植栽予定樹種の環境適合性、植

栽基盤の適否及び必要土壌量について予測及び評価を行うとして

いるが、臨海部の緑の生育に関しては、植栽土壌が原因と思われる

生育不良の事例がみられることから、植栽基盤の適否の予測及び評

価に必要な調査を行う際には、１・２号機発電設備供用後に実施し

た法対象事後調査報告書（平成 23 年 10 月）の結果など、現時点の

みならず過去の調査結果も必要に応じて活用すること。 

 (ｲ) 緑の量 

    本計画では、緑の回復育成に伴う緑被変化及び全体の緑の構成

について予測及び評価を行うとしており、その方法はおおむね妥

当である。 

イ テレビ受信障害

本計画では、発電所の建築物により発生するテレビ受信障害の範囲

及び程度について予測及び評価を行うとしており、その方法はおおむ

ね妥当である。 



ウ 地域交通（交通混雑、交通安全）

本計画では、工事中における工事用車両の走行による交通量及び交

通流への影響並びに交通安全への影響について予測及び評価を行う

としており、その方法はおおむね妥当である。 

エ 安全（火災、爆発、化学物質の漏洩等）

本計画では、供用時の発電所における高圧ガス、危険物による火

災・爆発、有害物質の漏洩等の防止等の安全性の確保の程度につい

て予測及び評価を行うとしているが、有害物質の漏洩等が発生した

場合、漏洩の量や有害性の程度によっては、周辺地域への環境影響

が懸念されることから、発電所で取り扱う有害物質についての用途、

有害性、取扱量等に関する情報を示すとともに、緊急時の環境モニ

タリング体制について整備すること。 

(3) 環境配慮項目に関する事項 

   法対象条例方法書に記載した「ヒートアイランド現象」、「地震時等の

災害」、「地球温暖化」、「酸性雨」、「資源」及び「エネルギー」の各項目

の環境配慮については、その積極的な取組が望まれることから、法対象

条例準備書において、環境配慮の具体的な措置の内容を明らかにするこ

と。



３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 

平成２８年 ３月１７日 法対象事業実施届及び法対象条例方法書の 

受理 

３月２５日 法対象条例方法書の公告及び縦覧開始 

５月 ９日 法対象条例方法書の縦覧終了、意見書の提出 

締切 

意見書の提出 １名 １通 

６月  ６日   市長から審議会に法対象条例方法書につい 

て諮問 

７月１２日  審議会から市長に法対象条例方法書につい 

て答申 

７月１９日 法対象条例方法審査書公告 

法対象事業者宛て送付 

４ 川崎市環境影響評価審議会における審議経過 

平成２８年  ６月 ６日  審議会（事業者説明及び審議） 

７月１１日 審議会（答申案審議） 


